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(57)【要約】
【課題】車両の衝突被害軽減制御装置において、エンジ
ンの自動停止の実施によってシステム動作が阻害される
ことを防止することにある。
【解決手段】制御手段（７）は、衝突可能性検出手段（
１１）により車両（１）の衝突の可能性を検出した時に
は制動力助勢手段（１２）の作動と自動制動手段（１３
）の作動との少なくともどちらか一方を行う衝突被害軽
減制御実行手段（１４）と、エンジン（２）の自動停止
の実施中に衝突被害軽減制御実行手段（１４）を実施し
た場合には、エンジン（２）の自動停止を継続するとと
もに、制動力助勢手段（１２）の制動力を増加させる制
動力増加手段（１５）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の条件が成立した場合にエンジンを自動停止させるとともに、この自動停止したエ
ンジンの再始動を行うアイドルストップシステムを備えた車両の衝突被害軽減制御装置に
おいて、車両の衝突の可能性を検出する衝突可能性検出手段を設け、乗員のブレーキ操作
を補助する制動力助勢手段を設け、車両を自動制動させる自動制動手段を設け、前記衝突
可能性検出手段により車両の衝突の可能性を検出した時には前記制動力助勢手段の作動と
前記自動制動手段の作動との少なくともどちらか一方を行う衝突被害軽減制御実行手段と
、前記エンジンの自動停止の実施中に前記衝突被害軽減制御実行手段を実施した場合には
、前記エンジンの自動停止を継続するとともに、前記制動力助勢手段の制動力を増加させ
る制動力増加手段とを備える制御手段を設けたことを特徴とする車両の衝突被害軽減制御
装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、吸気負圧の低下量を検出する負圧低下量検出手段に連絡し、前記制動
力助勢手段の制動力の付加量を、前記負圧低下量検出手段により検出された吸気負圧の低
下量に応じて大きく設定することを特徴とする請求項１に記載の車両の衝突被害軽減制御
装置。
【請求項３】
　所定の条件が成立した場合にエンジンを自動停止させるとともに、この自動停止したエ
ンジンの再始動を行うアイドルストップシステムを備えた車両の衝突被害軽減制御装置に
おいて、車両の衝突の可能性を検出する衝突可能性検出手段を設け、乗員のブレーキ操作
を補助する制動力助勢手段を設け、車両を自動制動させる自動制動手段を設け、前記衝突
可能性検出手段により車両の衝突の可能性を検出した時には前記制動力助勢手段の作動と
前記自動制動手段の作動との少なくともどちらか一方を行う衝突被害軽減制御実行手段を
備える制御手段を設け、この制御手段は、前記衝突可能性検出手段により衝突の可能性を
検出した時には、前記エンジンの自動停止の実施を禁止することを特徴とする車両の衝突
被害軽減制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、車両の速度を検出する車速検出手段に連絡し、前記エンジンの自動停
止の所定の条件の一つが、前記車速検出手段により検出された車速が所定の車速よりも低
いことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の車両の衝突被害軽減制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の衝突被害軽減制御装置に係り、車両が衝突するおそれがある場合に
、車輪に制動力を付加して、その衝撃を低減する車両の衝突被害軽減制御装置であって、
特に所定の車速よりも低い車速で走行している場合に、エンジンを自動停止するアイドル
ストップシステムを備えた車両の衝突被害軽減制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の衝突時の乗員の保護を目的とした装置に、衝突被害軽減制御装置（プリクラッシ
ュセーフティシステム：ＰＣＳ装置）がある。
　この衝突被害軽減制御装置は、車両前方への衝突の可能性を判断し、衝突の可能性があ
る場合には、衝突の被害の軽減を図ることができるシステムである。
　具体的には、車両のグリル等に設けられた衝突可能性検出手段（レーダ）によって車両
の前方の障害物を検知し、制御手段（ＰＣＳコントローラ）により衝突の可能性を判断し
ている。その際、衝突の可能性をインストルメントパネル等に設けられたメータ等の表示
機能によって乗員に警告を行うとともに、車両の制動力を補助する制御手段（ブレーキコ
ントローラ）及びブレーキアクチュエータによって、車両を自動制動させる自動制動手段
（自動ブレーキ手段）や乗員のブレーキ操作によって発生する制動力を補助して増加させ
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る制動力助勢手段（ブレーキ倍力装置）を作動し、また、シートベルトの巻き取りを行う
。
　一方で、車両において、燃費向上を目的とした装置としてアイドルストップシステムを
備えたものがある。このアイドルストップシステムは、所定の条件が成立した場合に、エ
ンジンを自動停止（アイドルストップ）させるとともに、この自動停止したエンジンの再
始動を行うものである。
　さらに、燃費を向上させるために、減速時の低速（例えば、２０ｋｍ／ｈ）でエンジン
を停止させることも検討されているが、アイドルストップ（エンジン自動停止）させる車
速によっては、アイドルストップ中に、衝突被害軽減制御装置が作動する状況も考えられ
る。
　その場合、エンジン再始動のためのクランキング時の電圧降下により、衝突可能性検出
手段（レーダ）、ＰＣＳコントローラ、シートベルトコントローラが動作電圧以下となり
、衝突被害軽減制御装置を作動できない場合があったり、また、アイドルストップ（エン
ジン自動停止）時には、エンジンが停止しているため、ブレーキ負圧が発生せず、衝突被
害軽減制御アシスト（プリクラッシュブレ－キアシスト）性能が低下することも考えられ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２１５８３号公報
【０００４】
　特許文献１に係る車両制御装置は、所定の停止条件下でエンジンを自動停止させ、所定
の再始動条件下でエンジンを始動させるエコラン制御装置を備えた車両制御装置において
、他の車両が衝突する可能性があると検知し、且つエンジン始動のメリットがある場合は
、エンジンを早期始動させて運転者に衝突回避の機会を与え、衝突に備えて衝突被害軽減
制御装置（ＰＣＳ装置）を作動させて乗員保護を図るものであり、一方、衝突が避けられ
ない場合は、衝突被害軽減制御装置のみを作動させるものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の特許文献１の車両制御装置では、自車両が他車両に衝突されるまでの
時間が所定時間以上であれば、運転者に衝突が差し迫っていることを報知するとともに、
エンジンを始動させて運転者が自車両を発進させることを可能とした構成としているが、
その報知によって運転者の気が動転し、適切な対応を採ることができない場合も考えられ
る。併せて、上記の衝突被害軽減制御アシスト（プリクラッシュブレ－キアシスト）性能
の低下の問題も存在する。つまり、エンジン再始動のためのクランキング時の電圧降下に
より、衝突被害軽減制御装置を作動できない場合があった。
【０００６】
　そこで、この発明の目的は、エンジンの自動停止の実施によってシステム動作が阻害さ
れることを防止する車両の衝突被害軽減制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、所定の条件が成立した場合にエンジンを自動停止させるとともに、この自
動停止したエンジンの再始動を行うアイドルストップシステムを備えた車両の衝突被害軽
減制御装置において、車両の衝突の可能性を検出する衝突可能性検出手段を設け、乗員の
ブレーキ操作を補助する制動力助勢手段を設け、車両を自動制動させる自動制動手段を設
け、前記衝突可能性検出手段により車両の衝突の可能性を検出した時には前記制動力助勢
手段の作動と前記自動制動手段の作動との少なくともどちらか一方を行う衝突被害軽減制
御実行手段と、前記エンジンの自動停止の実施中に前記衝突被害軽減制御実行手段を実施
した場合には、前記エンジンの自動停止を継続するとともに、前記制動力助勢手段の制動
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力を増加させる制動力増加手段とを備える制御手段を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明の車両の衝突被害軽減制御装置は、エンジンの自動停止の実施によってシステ
ム動作が阻害されることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は衝突被害軽減制御のフローチャートである。（実施例）
【図２】図２は衝突被害軽減制御装置の制御ブロック図である。（実施例）
【図３】図３は車両の概略平面図である。（実施例）
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明は、エンジンの自動停止の実施によってシステム動作が阻害されることを防止
する目的を、エンジンの自動停止の実施中に衝突被害軽減制御実行手段を実施した場合に
は、エンジンの自動停止を継続するとともに、制動力助勢手段の制動力を増加させて実現
するものである。
【実施例】
【００１１】
　図１～図３は、この発明の実施例を示すものである。
　図３において、１は車両である。この車両１には、エンジン２と、アイドルストップシ
ステム３と、ブレーキシステム４と、バッテリ５とが搭載されている。
　アイドルストップシステム３は、所定の条件が成立した場合にエンジン２を自動停止（
アイドルストップ）させるとともに、この自動停止したエンジン２の再始動を行うもので
あって、アイドルストップ機能部６が設けられた制御手段（コントローラ）７を備えてい
る。この制御手段７には、エンジン２とブレーキシステム４とバッテリ５とが連絡すると
ともに、図２に示すように、アイドルストップ実施禁止手段８が連絡している。
　このアイドルストップシステム３において、エンジン２の自動停止（アイドルストップ
）条件の例としては、車速が所定値以下、ブレーキペダルが踏み込まれた状態、アクセル
ペダルが解放状態、シフトポジションがＤレンジ、シートベルトが装着状態、運転席ドア
が閉状態、後述するアイドルストップオフスイッチ１８がオフ状態のときである。また、
エンジン再起動条件としては、ブレーキペダルが解放状態、アクセルペダルが踏み込み状
態、シフトポジションがＤレンジ以外に変化したとき、アイドルストップ時間が規定時間
経過した状態、プリクラッシュ（予測衝突）及びアイドルストップ（エンジン２の自動停
止）に関連する制御手段７が車両１のＣＡＮバスにより接続されている状態のときである
。
　ブレーキシステム４は、ブレーキアクチュエータ９を備える。
【００１２】
　また、車両１には、図２に示すように、アイドルストップシステム３の制御手段７を用
いた衝突被害軽減制御装置（プリクラッシュセーフティシステム：ＰＣＳ装置）１０が設
けられる。従って、制御手段７は、ＰＣＳコントローラとしても機能するものである。
　この衝突被害軽減制御装置１０では、車両１の衝突の可能性を検出する衝突可能性検出
手段（レーダ等の機器）１１と、乗員のブレーキ操作を補助する制動力助勢手段（ブレー
キ倍力装置）１２と、車両１を自動制動させる自動制動手段（自動ブレーキ手段）１３と
を設けている。
　また、この衝突被害軽減制御装置１０において、図２に示すように、制御手段７には、
衝突可能性検出手段１１により車両１の衝突の可能性を検出した時には制動力助勢手段１
２の作動と自動制動手段１３の作動との少なくともどちらか一方を行う衝突被害軽減制御
実行手段１４と、エンジン２の自動停止の実施中に衝突被害軽減制御実行手段１４を実施
した場合には、エンジン２の自動停止を継続するとともに、制動力助勢手段１２の制動力
を増加させる制動力増加手段１５とを備えている。
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　これにより、エンジン２の自動停止が行われているときに衝突被害軽減制御が実行（作
動）した場合は、エンジン２の再始動を実施しないので、バッテリ５の電圧降下によって
衝突被害軽減制御装置１０の作動不良の発生を抑制でき、衝突被害軽減制御をより確実に
作動させることができる。
　また、エンジン２の自動停止が行われて、吸気負圧が得られない状況下にあり、ブレー
キシステム４の制動力助勢手段（ブレーキ倍力装置）１２の機能が低下しているおそれの
ある場合であっても、制動力を付加させることができる。
【００１３】
　また、制御手段７は、吸気負圧の低下量を検出する負圧低下量検出手段１６に連絡し、
制動力助勢手段１２の制動力の付加量を、負圧低下量検出手段１６により検出された吸気
負圧の低下量に応じて大きく設定する。
　これにより、吸気負圧の低下量が大きいほど、制動力助勢手段１２の制動力を大きくで
きる。
【００１４】
　更に、制御手段７において、衝突被害軽減制御実行手段１４は、衝突可能性検出手段１
１により衝突の可能性を検出した時には、制動力助勢手段１２の作動と自動制動手段１３
の作動との少なくともどちらか一方を行う。そして、制御手段７は、衝突可能性検出手段
１１により衝突の可能性を検出した時には、エンジン２の自動停止の実施を禁止する。
　これにより、エンジン２の自動停止よりも先に衝突被害軽減制御が実行（作動）した場
合は、エンジン２の自動停止を実施しないので、バッテリ５の電圧降下によって衝突被害
軽減制御装置１０の作動不良の発生を抑制でき、衝突被害軽減制御をより確実に実行（作
動）させることができる。
　また、衝突被害軽減制御の実行後は、エンジン２の自動停止を実施しないのでエンジン
２の吸気負圧の制動力助勢手段１２への供給を続けることができ、吸気負圧不足による制
動力助勢手段１２の機能低下を抑制できる。
【００１５】
　また、制御手段７は、車両１の速度を検出する車速検出手段１７に連絡し、エンジン２
の自動停止の所定の条件の一つが、車速検出手段１７により検出された車速が所定の車速
よりも低い状態（所定の車速未満）とする。
　ここで、上記の所定の車速とは、エンジン２の自動停止を実施可否を判定する車速であ
る。また、車速が所定の車速よりも低い状態（所定の車速未満）になるということは、エ
ンジン２の自動停止の条件の一つが成立することを意味する。
　これにより、車速が所定の車速よりも低い場合に、エンジン２の自動停止を実施するア
イドルストップシステム３を備えた車両１であっても、衝突被害軽減制御をより確実に作
動させることができる。
　なお、制御手段７には、図２に示すように、アイドルストップオフスイッチ１８が連絡
している。
【００１６】
　次に、この実施例に係る衝突被害軽減制御について、図１のフローチャートに基づいて
説明する。
　図１に示すように、制御手段７のプログラムがスタートすると（ステップＡ０１）、先
ず、車速が所定の車速以上か否かを判断する（ステップＡ０２）。
　このステップＡ０２がＹＥＳの場合には、衝突被害軽減制御装置１０が作動したか否か
を判断し（ステップＡ０３）、このステップＡ０３がＮＯの場合には、前記ステップＡ０
２に戻す。
　このステップＡ０３がＹＥＳの場合には、車速が所定の車速未満に低下しても、アイド
ルストップを禁止させる（ステップＡ０４）。
　一方、前記ステップＡ０２がＮＯの場合には、アイドルストップ（エンジン２の自動停
止）の条件が成立したか否かを判断する（ステップＡ０５）。
　このステップＡ０５がＹＥＳの場合には、アイドルストップを実施し（ステップＡ０６
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）、そして、衝突被害軽減制御装置１０が作動したか否かを判断する（ステップＡ０７）
。
　このステップＡ０７がＹＥＳの場合には、エンジン２のクランキングを禁止（アイドル
ストップを禁止）するとともに、ブレーキアクチュエータ９で、所定量の制動力を付加す
る（ステップＡ０８）。
　このブレーキアクチュエータ９による制動力の付加量は、エンジン２の自動停止が行わ
れてからの制動力助勢手段（ブレーキ倍力装置）１２内の吸気負圧の低下量に応じて変化
させる構成としても良い。この場合、制動力助勢手段１２内の吸気負圧の低下量が大であ
るほど、制動力の付加量を大とする。
　このステップＡ０８の処理後、前記ステップＡ０４の処理後、前記ステップＡ０５がＮ
Ｏの場合、又は、前記ステップＡ０７がＮＯの場合には、プログラムをエンドとする（ス
テップＡ０９）。
【００１７】
　即ち、この実施例では、アイドルストップ車速以上で衝突被害軽減制御装置１０が作動
した場合、安全装備である衝突被害軽減制御装置１０の作動を優先させ、そして、アイド
ルストップ車速以下になっても、アイドルストップさせない。
　そして、アイドルストップ中に衝突被害軽減制御装置１０が作動し、その最中に、エン
ジン再起動した場合に、エンジン２のクランキングでの電圧降下により、衝突可能性検出
手段（レーダ）１１、制御手段７、シートベルトコントローラ、ブレーキコントローラが
制御不能になり、衝突被害軽減制御装置１０が途中で作動できなくなることも考えられる
。そこで、衝突被害軽減制御装置１０の作動中は、エンジン２のクランキングを禁止とす
る。
　また、衝突被害軽減制御装置１０が作動中である場合には、乗員のフットブレーキ操作
を補助してブレーキ圧を増圧する衝突被害軽減制御装置１０でのブレーキアシスト制御を
行うことができる。しかし、アイドルストップ実施中は、エンジン２が停止しており、乗
員のフットブレーキ操作に用いるエンジン２の吸気負圧が得られず、アイドルストップを
実施する前に得られた負圧で制動力助勢手段（ブレーキ倍力装置）１２を駆動することに
なるため、乗員のフットブレーキ操作を補助する制動力助勢手段１２の機能が低下するお
それがある。しかし、その制動力助勢手段１２の機能が低下している状態で衝突被害軽減
制御装置１０でのブレーキアシスト制御を行っても、そのアシスト効果が十分に発揮でき
ない。
　そのため、車両の制動力を補助する構成を備える。具体的には、ＥＳＰ等の横滑り防止
装置等が備えるブレーキアクチュエータ９により、車両１の制動力を補助する。なお、こ
の制動力の補助は、乗員のフットブレーキ操作によって発生する制動力をさらに大きくす
るように制動力を付加するものであるが、乗員のフットブレーキ操作が行われていない場
合に、自動で所定量の制動力を発生させるものであっても良い。
【００１８】
　なお、この実施例においては、衝突被害軽減制御装置の衝突可能性検出手段として、レ
ーダを挙げたが、前方の障害物を検知する、例えば、画像センサとすることも可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００１９】
　この発明に係る衝突被害軽減制御装置を、各種車両に適用可能である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　車両
　２　エンジン
　３　アイドルストップシステム
　４　ブレーキシステム
　５　バッテリ
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　６　アイドルストップ機能部
　７　制御手段
　８　アイドルストップ実施禁止手段
　９　ブレーキアクチュエータ
　１０　衝突被害軽減制御装置
　１１　衝突可能性検出手段
　１２　制動力助勢手段
　１３　自動制動手段
　１４　衝突被害軽減制御実行手段
　１５　制動力増加手段
　１６　負圧低下量検出手段
　１７　車速検出手段
　１８　アイドルストップオフスイッチ

【図１】 【図２】

【図３】
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